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○新発田市信用保証料補給要綱 

平成２８年６月２９日 

告示第２０８号 

新発田市信用保証料補給要綱を次のように定め、平成２８年４月１日から実施した。 

（目的） 

第１条 この要綱は、市内の中小企業者が資金の借入れに際し、新潟県信用保証協会（以下

「保証協会」という。）に対し支払うべき信用保証料を予算の範囲内において補給し、も

って中小企業の振興を図ることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 市が信用保証料の補給を行う対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(１) 市内において６月以上引き続き中小企業を営む者であって、新発田市中小企業融資

あっせん要綱（平成２８年新発田市告示第２０６号）で定める新発田市中小企業制度資

金、新発田市公害防止施設資金、新潟県小規模企業支援資金及び新潟県商工貯蓄共済事

業資金について、保証協会を利用して、金融機関からその企業の運転又は設備に要する

資金の融資を受ける中小企業者。ただし、新発田市空き店舗等対策資金の融資を受ける

者にあっては、市内に居住している者又は市内に設置されている法人に限る。 

(２) 新発田市新規創業支援資金融資あっせん要綱（平成２８年新発田市告示第２０３

号）で定める制度資金について、保証協会を利用して、金融機関からその企業の運転又

は設備に要する資金の融資を受ける中小企業者 

(３) 市内に居住する者で、新潟県同和地区中小企業振興資金の融資を受ける中小企業者 

(４) 市内に居住する者で、新潟県セーフティネット資金融資要綱第７条第２項の表第７

項に規定する融資を受ける中小企業者 

（平成２９告示２５１・令和２告示４８・令和２告示１８４・令和２告示２２６・

一部改正） 

（対象融資額及び補給率） 

第３条 市が補給対象とする融資額及び補給率は、次のとおりとする。 

対象区分 対象融資額 補給率 

前条第1号、第2号又は第4号に

該当する者 

500万円以下 100％ 

500万円を超え1,000万円以下 75％ 

1,000万円を超え1,500万円以下 50％ 

1,500万円を超え2,000万円以下 25％ 
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前条第3号に該当する者 新潟県同和地区中小企業振興資金要綱の貸付限

度額以内 

50％ 

（平成２９告示２５１・令和２告示４８・令和２告示１８４・令和２告示２２６・

一部改正） 

（補給の申請） 

第４条 信用保証料の補給を受けようとする者は、融資を受ける前に信用保証料補給申請書

（別記第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

（決定通知） 

第５条 市長は、前条の申請書を受理したときはこれを審査し、一般保証にあっては信用保

証料補給内諾通知（別記第２号様式）を、追認保証にあっては信用保証料補給（決定・却

下）通知（別記第３号様式）を申請者に交付するものとする。ただし、信用保証料補給内

諾通知は、条件付補給通知とし、保証協会の保証承諾が得られない場合は、その効力を失

うものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補給の決定又は内諾をしたときは、その旨を当該金融機関及

び当該金融機関を経由して保証協会へ通知するものとする。この場合における通知の様式

は、別記第４号様式、別記第５号様式、別記第６号様式及び別記第７号様式とする。 

３ 当該金融機関は、前項の規定による市制度融資の利用に係る補給決定通知又は補給内諾

通知を受けたときは、保証協会へ提出する関係書類のうち、一般保証にあっては信用保証

貸付貸出確認書に、追認保証にあっては信用保証委託申込書に「新発田市制度融資」を表

示しなければならない。 

４ 第１項の規定により補給の決定又は内諾を受けた者は、その通知書を融資を受ける金融

機関に提示しなければならない。 

（支払方法） 

第６条 市は、保証協会が発行する補給保証料請求書に基づき内容を精査確認のうえ、毎月

支払うものとする。 

（その他） 

第７条 この要綱の実施のため必要な事項については、市長は保証協会と契約を締結するも

のとする。 

附 則 

（申請期限） 

１ 第２条第４号に規定する者にあっては、令和２年４月３０日までに第４条の規定による
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申請を行わなければならない。 

（令和２告示２２６・全改） 

（読替規定） 

２ 第２条第４号に該当する者に係る第３条の表の適用については、同表中「２，０００万

円以下」とあるのは、「３，０００万円以下」と読み替えるものとする。 

（令和２告示４８・追加、令和２告示１８４・一部改正） 

前 文（平成２９年告示第２５１号）抄 

平成２９年４月１日から実施した。 

前 文（令和２年告示第４８号）抄 

令和２年１月２４日から実施した。 

前 文（令和２年告示第１８４号）抄 

令和２年３月９日から実施した。 

前 文（令和２年告示第２２６号）抄 

令和２年６月１日から実施した。 

前 文（令和３年告示第１１２号）抄 

令和３年４月１日から実施する。 
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別記第１号様式（第４条関係） 

（令和３告示１１２・一部改正） 

第２号様式（第５条関係） 

第３号様式（第５条関係） 

第４号様式（第５条関係） 

第５号様式（第５条関係） 

第６号様式（第５条関係） 

第７号様式（第５条関係） 

 


